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入 札 公 告

(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く))

次のとおり一般競争入札に付する。

令和８年６月30日

支出負担行為担当官

北海道開発局 留萌開発建設部長 財津 知亨

１ 業務概要

(1) 業 務 名 天塩港 航路浚渫漁業補償調査等業務（電子入札対象案件）

（電子契約対象案件）

(2) 業務目的 本業務は、天塩港建設工事に伴い、漁業権の制限に係る適正で公正な補償

額を得るための調査算定を行うことを目的とする。

(3) 業務の内容

本業務は、以下に掲げる内容を行うものである。

・漁業補償調査・算定 １式

(4) 技術提案に関する要件

業務を実施するに当たって、競争参加資格確認申請書等を提出する者（以下「競争参

加資格確認申請者」という。）は、創意工夫を発揮し、質の向上に努めるため、以下の

視点から提案を行う。

・業務の実施方針に関する提案

競争参加資格確認申請者は、本業務の実施方針等の記載にあたって、以下に示す事

項について、最も効果的、重要と考えられる実施内容（着目点）を１項目記載し、そ

の理由及び対応方針を具体的に記載すること。

・漁業補償調査を効率的に実施するための方策

(5) 成果物について

成果物は、特記仕様書 別紙資料７「漁業補償調査業務共通仕様書（参考資料）」の

とおりとする。

(6) 履行期間 契約締結日の翌日から令和９年２月15日まで。

(7) 本業務は、資料の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。ただし、電子入札

システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に変えることができる。

(8) 本業務は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対

象業務である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、紙契約方式に代えるもの

とする。

(9) 本業務は、入札前に業務計画等に関する競争参加資格確認申請書等を受け付け、価格

以外の要素と入札価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の業務で

ある。また、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目

に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う履行体制確認型総合評価落札方式の試
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行業務である。

(10) 本業務は、低入札業務における品質確保対策の試行対象業務であり、特記仕様書に記

載する品質確保対策が履行されない場合は、業務成績評定に厳格に反映するとともに指

名停止等の措置を講ずることがある。

(11) 本業務は「低価格受注業務がある場合における予定管理技術者の手持ち業務量の制限

等」の試行業務である。

(12) 本業務は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う業務である。

(13) 本業務は、賃金等の変動に対処するための「建設コンサルタント業務等における

賃金等の変動に基づく業務委託料の変更の取扱いについて（試行）」（令和７年 12 月

３日付国官技309号、国官総第 182号、国営整第 141号、国港総第 501号、国港技第 78

号、国空予管第 991 号、国空空技第 379号及び国空交企第 267号）の試行業務である。

２ 競争参加資格

(1) 競争参加資格確認申請者は、アに掲げる資格を満たしている単体企業であること。

ア 単体企業  

(ｱ) 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第70条

及び第71条の規定に該当しない者であること。

(ｲ) 北海道開発局における業種区分「補償関係コンサルタント」に係る令和７・８年

度一般競争参加資格の決定を受けていること。

(ｳ) 北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領（昭和 60 年４月１日付け北開局工

第１号）に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。

(ｴ) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとし

て、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でな

いこと。

(ｵ) 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基

づき再生手続開始の申立てがなされている者（上記(ｲ)の再決定を受けた者を除

く。）でないこと。

(ｶ) 「補償コンサルタント登録規程」（昭和 59 年９月 21 日建設省告示第 1341 号。以

下「登録規程」という。）第２条第１項の別表に掲げる登録部門のうち、営業補償

・特殊補償部門において登録を受けていること。

(2) (1)ア(ｲ)に掲げる令和７・８年度の一般競争参加資格の決定を受けていない者も競争

参加資格確認申請書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時

において、上記の一般競争参加資格の決定を受けていなければならない。

(3) 競争参加資格確認申請者に関する要件

ア 業務実施体制に関する要件

(ｱ) 競争参加資格確認申請者は、北海道内に営業拠点（本支店・営業所）を有するも

のであること。なお、営業所等に関する確認資料の提出を求めることがある。

(ｲ) 業務の主たる部分を再委託するものでないこと。

(ｳ) 業務の分担構成が不明確又は不自然でないこと。

イ 業務実績に関する要件



- 3 -

  競争参加資格確認申請者は、以下のいずれかの実績を有する者とする。

(ｱ) 平成 28 年度以降入札公告日までに完了した業務（再委託による業務の実績は含ま

ない）のうち、国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社又は土地収用法第３条各

号の一に規定する事業を行う者が発注した登録規程第２条第１項の別表及び「補償

コンサルタント登録規程の施行及び運用について」（令和６年 12 月 24 日国不用第

34 号。以下「運用通知」という。）記１の別紙に掲げる登録部門のうち、営業補償

・特殊補償部門に係る業務（以下「同種業務」という。）について、北海道内で１

件以上の実績を有すること。

ただし、北海道開発局発注業務（北海道開発局発注業務の実績がない場合は、地

方整備局、国土技術政策総合研究所、国土地理院及び内閣府沖縄総合事務局開発建

設部発注業務）の業務成績が60点未満の場合は実績として認めない。

  (ｲ) 平成 28年度以降入札公告日までに完了した業務のうち、中間貯蔵施設整備事業に

ついて環境省が発注した同種業務について、同省の証明を受けた１件以上の実績を

有すること。

ウ 業務成績に関する要件

令和５年度から令和６年度末までに完了した業務のうち、北海道開発局発注の補償

関係コンサルタント業務の平均業務評定点が 60 点未満でないこと。ただし、北海道開

発局発注業務の業務成績がない場合はこの限りではない。

(4) 配置予定管理技術者に対する要件は、以下のとおりとする。

ア 配置予定管理技術者の資格等

下記(ｱ)、(ｲ)、(ｳ)及び(ｴ)の全ての条件を満たす者であること。

なお、下記(ｲ)及び(ｳ)における対象期間中に出産・育児等の真にやむを得ない事情

により休業を取得していた場合には、休業期間に相当する日数を対象期間に加える事

ができる。この場合、休業を証明できる書類を添付すること。

(ｱ)  次のいずれかの資格等を有する者。

① 登録規程第２条第１項の別表に掲げる登録部門のうち、営業補償・特殊補償部門

に係る補償業務管理者。

② 一般社団法人日本補償コンサルタント協会が定める「補償業務管理士研修及び検

定試験実施規程」（平成３年３月 28 日理事会決定。以下「実施規程」という。）

第３条に掲げる登録部門のうち、営業補償・特殊補償部門において実施規程第 14

条に基づく補償業務管理士登録台帳に登録された補償業務管理士。

③ 登録規程第２条第１項の別表に掲げる登録部門のうち、営業補償・特殊補償部門

に係る補償業務に関し７年以上の実務経験を有する者。

④ 運用通知記２(5)に定める者のうち、「補償業務全般に関する指導監督的実務経

験３年以上を含む20年以上の実務の経験を有する者」。

⑤ 公益社団法人土地改良測量設計技術協会が認定し、土地改良補償業務管理者等登

録名簿に登録された土地改良補償業務管理者。

(ｲ)  配置予定管理技術者に必要とされる同種業務の実績

平成 28 年度以降入札公告日までに完了した同種業務について、１件以上の実績を

有すること。
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業務実績には、担当技術者として従事した同種業務の経験又は発注者として従事

した同種業務の経験も実績として認める。

ただし、北海道開発局発注業務（北海道開発局発注業務の実績がない場合は、地

方整備局、国土技術政策総合研究所、国土地理院及び内閣府沖縄総合事務局開発建

設部発注業務）の業務成績が60点未満の場合は実績として認めない。

また、再委託による業務及び照査技術者として従事した業務の実績も認めない。

(ｳ) 令和３年度から令和６年度末までに完了した業務について、管理技術者として従事

した北海道開発局発注の補償関係コンサルタント業務（北海道開発局発注業務の実

績がない場合、地方整備局、国土技術政策総合研究所、国土地理院及び内閣府沖縄

総合事務局開発建設部発注業務）の平均業務評定点が60点未満でないこと。ただし、

当該業務成績がない場合は、この限りではない。

(ｴ) 手持ち業務量

令和８年６月 30 日現在の手持ち業務量（本業務を含まず、特定後未契約のものを

含む。）が５億円未満かつ 10 件未満である者。ただし、本業務において担当技術者

を兼務する場合は、手持ち業務量（本業務及び特定後未契約のものを含む。）が５

億円未満かつ10件未満である者。

  手持ち業務とは、管理技術者又は担当技術者（測量又は地質調査業務における主

任技術者及び担当技術者、補償関係コンサルタント業務における主任担当者及び担

当技術者、又は他の業種においてはこれらに相当する技術者を含む。）となってい

る契約金額が500万円以上の業務。なお、履行期限が令和８年８月26日となってい

るものは手持ち業務に含まない。また、複数年契約の業務の場合は契約金額を履行

期間の総月数で除し、当該年度の履行月数を乗じた金額とする。なお、設計共同体

として受注した業務の契約金額は、総契約金額に出資比率を乗じた金額（分担した

業務の金額）とする。以下、同じ。

令和８年６月 30 日現在での手持ち業務のうち、北海道開発局、地方整備局、国土

技術政策総合研究所、国土地理院及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注の建設

コンサルタント業務等において調査基準価格を下回る金額で落札した業務がある場

合には、手持ち業務量の契約金額を５億円から 2.5 億円に、件数を 10 件から５件に

するものとする。その上で、予定管理技術者が手持ち業務量の制限を満たすことが

確認できない場合には、「北海道開発局競争契約入札心得について」（平成 24 年３

月28日北開局工管第250号）第６条第１項第11号の規定により、入札に関する条件

に違反した入札として、その入札を無効とする。

また、本業務の履行期間中は管理技術者の手持ち業務量が契約金額５億円、件数

で10件（令和８年６月30日現在での手持ち業務に、北海道開発局、地方整備局、国

土技術政策総合研究所、国土地理院及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注の建

設コンサルタント業務等で調査基準価格を下回る金額で落札したものがある場合に

は契約金額で 2.5 億円、件数で５件）を超えないこととし、超えた場合には、遅延

なくその旨を報告しなければならない。その上で、以下のⅰからⅳまでの全ての要

件を満たす管理技術者に交代させる措置請求を行う。管理技術者を交代せずに業務

の履行を継続した場合は本業務の業務成績評定に厳格に反映させるとともに悪質と
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認められる場合は指名停止等の措置を講ずるものとする。

ⅰ 当該管理技術者と同等の同種業務実績を有する者

ⅱ 当該管理技術者と同等の技術者資格を有する者

ⅲ 当該管理技術者と同等以上の業務成績平均点を有する者

ⅳ 手持ち業務量が当該業務の入札説明書又は特記仕様書において設定している

配置予定管理技術者の手持ち業務量の制限を超えない者

(5) 配置予定管理技術者相当の担当技術者の配置要件

本業務の入札額が調査基準価格を下回る金額であった場合においては、予定管理技術

者とは別に、以下のアからエまでの全ての要件を満たす担当技術者を１名配置すること

とし、低入札価格調査時にア、イ及びエが確認できる書面を提出すること。その上で、

全ての要件を満たす担当技術者を配置することが確認できない場合には、「北海道開発

局競争契約入札心得について」（平成24年３月28日北開局工管第250号）第６条第１項

第 11 号の規定により、入札に関する条件に違反した入札として、その入札を無効とする。

ア 予定管理技術者と同等の同種業務実績を有する者

イ 予定管理技術者と同等の技術者資格を有する者

ウ 予定管理技術者と同等以上の業務成績平均点を有する者

エ 手持ち業務量が当該業務の入札説明書又は特記仕様書において設定している予定管

理技術者の手持ち業務量の制限を超えない者

(6) 競争参加資格確認申請書等に関する要件

競争参加資格確認申請書等において、内容がほとんど記載されていない、又は提案内

容等が判断できない場合は競争参加資格がないものとする。

３ 総合評価に関する事項

(1) 落札者の決定方法

入札参加者は、価格及び競争参加資格確認申請書等をもって入札をし、次の各要件に

該当するもののうち、下記(2)総合評価の方法によって得られた数値（以下「評価値」と

いう。）の最も高い者を落札者とする。

ア 入札価格が予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であ

ること。

  なお、予定価格は設計図書に基づき算定するものとする。ただし、国の支払の原因

となる契約のうち予定価格が 1,000 万円を超える請負契約について落札者となるべき

者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされない

おそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱

すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内

の価格をもって入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。

イ 落札者となるべき者の入札価格が予決令第 85 条に基づく調査基準価格を下回る場合

は、予決令第86条の調査を行うものとする。

ウ 上記において、評価値の最も高い者が２人以上あるときは、該当者にくじを引かせ

て落札者を決定する。

(2) 総合評価の評価方法
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ア 評価値の算出方法

評価値の算出方法は、以下のとおりとする。

評価値＝価格評価点＋技術評価点

イ 価格評価点の算出方法

価格評価点の算出方法は、以下のとおりとする。

価格評価点＝(価格評価点の配点分）×（１－入札価格／予定価格）

なお、価格評価点の配点分は60点とする。

ウ 技術評価点の算出方法

競争参加資格確認申請書等の内容に応じ、下記(ｱ)、(ｲ)、(ｳ)、(ｴ)、(ｵ)、(ｶ)の評

価項目毎に評価を行い、技術評価点を与える。

なお、技術評価点の満点は60点とする。

(ｱ) 参加表明者（企業）の経験及び能力

(ｲ) 配置予定管理技術者の経験及び能力

(ｳ) 実施方針など

(ｴ) 賃上げの実施表明

(ｵ) ワーク・ライフ・バランス等推進企業の評価

(ｶ) 技術提案等の履行確実性

技術評価点の算出方法は、以下のとおりとする。

技術評価点＝60点×（技術評価の得点合計／技術評価の配点合計）

技術評価の得点合計＝（(ｱ)に係る評価点）＋（(ｲ)に係る評価点）＋（(ｴ)に係る

評価点）＋（(ｵ)に係る評価点）＋（(ｳ)に係る評価点）×（(ｶ)の評価に基づく履

行確実性度）

４ 入札手続等

(1) 担当部局

〒077-8501 北海道留萌市寿町１丁目68番地

北海道開発局 留萌開発建設部 契約課上席専門官（入札（業務））

電話0164-42-2367

メールアドレス：hkd-rm-rumoi-den@gxb.mlit.go.jp

(2) 入札説明書の交付期間及び交付方法

入札説明書は、令和８年６月 30 日（火）から令和８年８月 19 日（水）までの行政機

関の休日に関する法律（昭和 63 年法律第 91 号）第１条に規定する行政機関の休日を除

く毎日、９時 00分から 17 時 00 分まで、電子入札システムにより交付する。ただし、紙

入札により参加を希望する場合は、あらかじめその旨を担当部局へ電話で申し込むこと。

申し込み受付後、交付する。

(3) 競争参加資格確認申請書等の提出期間、提出先及び提出方法

令和８年６月 30 日（火）９時 00 分から令和８年７月 15 日（水）10 時 00 分までに、

電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は、紙により

持参、書留郵便（提出期間内必着。）又は託送（書留郵便と同等のものに限る。提出期

間内必着。）により提出すること。提出先は４(1)に同じ。
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(4) 競争参加資格確認申請書等に関する書類審査の実施

書類審査では申請書類に記載された内容の確認を行う。また、必要に応じ、以下の事

項についてヒアリングを実施する場合がある。

ア 実施場所：別途通知

イ 実施時間：別途通知

ウ ヒアリング時間：別途通知

エ 出席者：予定管理技術者

オ ヒアリングにおける質疑応答内容

(ｱ) 予定管理技術者の経歴について

(ｲ) 予定管理技術者の業務実績について

(ｳ) 取り組み姿勢（業務の着眼点・実施方針）について

(5) 競争参加資格確認の通知日

競争参加資格の有無の通知は令和８年８月３日（月）を予定する。

(6) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法

入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合

は紙により持参、書留郵便（提出期間内必着。）及び託送（書留郵便と同等のものに限

る。提出期間内必着。）により提出すること。

ア 電子入札システムによる入札の締め切りは、令和８年８月19日（水）13時 00分。

イ 紙により持参する場合の提出期限は、令和８年８月19日（水）13時 00分。

提出先は、北海道開発局留萌開発建設部契約課上席専門官（入札（業務））。

ウ 郵送又は託送による入札の受領期限は、令和８年８月19日（水）13時 00分。

郵送又は託送先は、北海道開発局留萌開発建設部契約課上席専門官（入札（業務））。

開札は、令和８年８月26日（水）９時00分 北海道開発局留萌開発建設部入札室

にて行う。

５ その他

(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札保証金及び契約保証金 免除。

(3) 入札の無効

本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、競争参加資格確認申請書等に虚偽

の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

(4) 契約書作成の要否 要。

(5) 関連情報を入手するための照会窓口 上記４(1)に同じ。

(6) 技術提案書（履行確実性の審査に必要な部分に限る。）のヒアリングを実施するとと

もに、ヒアリングに際して追加資料の提出を求めることがある（入札説明書参照）。

(7) 詳細は入札説明書による。


